
食の安全・安心確保交付金のうち

硝酸塩のリスク管理の推進

１．趣 旨

硝酸塩については、近年、体内で健康に影響を及ぼす物質に変化することが指摘

されており、ＥＵでは野菜について硝酸塩の含有量に上限値を設定する等の取組が

進められている。

このような状況の下で、我が国においても硝酸塩に対する消費者の関心が高まり

つつある一方、最近、収量や品質を損なうことなく農産物に含まれる硝酸塩を低減

、 。させるための研究が進められ 新たな硝酸塩低減化技術が開発(※)されてきている

このため、これらの新技術の導入・普及等により、硝酸塩の低減に取り組もうと

する産地を支援し、より安全な国産農産物の生産・供給を図るものとする。

※ 新たな硝酸塩低減化技術の例

・硝酸塩を蓄積しにくい品種の選定

・収穫前の低温管理

・セル育苗による光条件の均一化、反射マルチの活用による光環境の改善

・肥効調節型肥料と局所施肥の組合せ、尿素の葉面散布等、過剰な窒素成分

の吸収を抑制する施肥技術 等

２．事業メニュー及びその内容

（１）硝酸塩のリスク管理の推進体制の確立

野菜等農産物に含まれる硝酸塩の低減化対策を効果的に推進するため、都道

府県段階で、農産物中の硝酸塩含有量等の実態把握、導入・普及すべき低減化

技術の検討、推進計画の策定、指導員育成のための講習会の開催等を行う。

（２）硝酸塩の低減化技術の確立・普及

対象地区において、硝酸塩低減化技術を普及するため、技術の実証、その成

果に基づく普及資料の作成、研修会の開催等を行う。

３．事業実施主体

都道府県、市町村、農業者団体、営農集団、特認団体 等

４ 交付金交付率

事業費の定額(１／２以内)

．問い合わせ先５

本事業に関するご質問等については、最寄りの農政局等（下記問合せ先参照）に

お問い合わせください。



【補助事業に関する問合せ先】

◆農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 肥料検査指導班 業務指導係

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代表） 内線３１１３

◆北海道農政事務所 消費・安全部 安全管理課 生産安全第１係

〒０６０－０００４ 札幌市中央区北４西１７

ＴＥＬ：０１１－６４２－５４６１（代表） 内線４５０

◆東北農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒９８０－００１４ 仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎

ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代表） 内線４３２１

◆関東農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒３３０－９７２２ さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館

ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代表） 内線３２２６

◆北陸農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒９２０－８５６６ 金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎

ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代表） 内線３７２３

◆東海農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒４６０－８５１６ 名古屋市中区三の丸１－２－２

ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代表） 内線２８２３

◆近畿農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒６０２－８０５４ 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町

ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代表） 内線２２２３

◆中国四国農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒７００－８５３２ 岡山市下石井１－４－１ 岡山第二合同庁舎

ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代表） 内線２３５３

◆九州農政局 消費・安全部 安全管理課 生産資材管理係

〒８６０－８５２７ 熊本市二の丸１－２ 熊本合同庁舎

ＴＥＬ：０９６－３５３－３５６１（代表） 内線４５３３

◆沖縄総合事務局 農林水産部 消費・安全課 生産資材管理係

〒９００－８５３０ 那覇市前島２－２１－１３ ふそうビル３階

ＴＥＬ：０９８－８６６－０１５６（直通）


